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衆
議
院
議
員
早
稲
田
夕
季
君
提
出
認
可
外
保
育
所
等
の
登
園
自
粛
・
臨
時
休
園
に
伴
う
保
育
料
減
免
へ
の
支
援
の
必
要

性
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
実
施
施
設
（
以
下
「
実
施
施
設
」
と
い
う
。
）
の
設
置
者
に
対
し
て
は
、
当
該
事
業
の
運
営
に

要
す
る
経
費
（
以
下
「
運
営
費
」
と
い
う
。
）
の
国
庫
補
助
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
実
施
施
設
の
設
置
者
が
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
防
止
等
の
た
め
臨
時
休
園
等
を
し
た
こ
と
や
実
施
施
設
利
用
者
に
対
し
て
登
園
自

粛
の
要
請
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
保
育
の
提
供
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
当
該
実
施
施
設
利
用
者
か
ら
徴
収
す
る
利
用
料
に

つ
い
て
減
額
措
置
を
講
ず
る
実
施
施
設
の
設
置
者
に
対
し
て
は
、
運
営
費
と
は
別
途
、
当
該
利
用
料
の
減
額
分
に
つ
い
て
臨

時
的
措
置
と
し
て
国
庫
補
助
に
よ
る
支
援
を
行
う
予
定
と
し
て
お
り
、
令
和
二
年
五
月
十
二
日
に
内
閣
府
か
ら
、
企
業
主
導

型
保
育
助
成
事
業
の
実
施
主
体
で
あ
る
公
益
財
団
法
人
児
童
育
成
協
会
に
対
し
て
事
務
連
絡
を
発
出
し
、
当
該
支
援
の
実
施

予
定
に
つ
い
て
、
同
協
会
か
ら
実
施
施
設
の
設
置
者
に
対
し
て
周
知
す
る
よ
う
依
頼
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
実
施
施
設
を
含
め
た
認
可
外
保
育
施
設
の
設
置
者
に
対
し
て
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急
経
済
対
策
」

（
令
和
二
年
四
月
二
十
日
閣
議
決
定
）
に
基
づ
き
、
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
の
マ
ス
ク
購
入
等
に
必
要
と
な
る
経
費
等
に
係



 

２ 

 

る
支
援
等
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
実
施
施
設
を
除
く
認
可
外
保
育
施
設
の
設
置
者
に
対
し
て
は
、
一
律
に
そ
の

運
営
に
要
す
る
経
費
の
国
庫
補
助
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
等
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
実
施
施
設
を
除
く
認
可

外
保
育
施
設
の
設
置
者
が
当
該
施
設
の
利
用
者
か
ら
徴
収
す
る
利
用
料
を
減
額
し
た
場
合
に
お
い
て
一
律
に
国
庫
補
助
に
よ

る
支
援
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
地
域
に
お
け
る
小
学
校
就
学
前
の
子
供
を
対
象
と
し
た
多
様
な
集
団
活
動
等
へ
の
支
援
の
在
り
方
に
関
す
る

調
査
事
業
」
（
以
下
「
本
事
業
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
実
施
計
画
書
等
の
提
出
期
限
は
、
令
和
三
年
度
か
ら
の
適
切
な
支

援
の
在
り
方
に
関
す
る
知
見
を
得
る
た
め
に
本
年
度
内
に
必
要
な
調
査
期
間
を
確
保
し
つ
つ
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
感
染
拡
大
の
状
況
下
に
お
い
て
も
、
地
方
公
共
団
体
が
実
施
計
画
書
の
作
成
等
に
必
要
な
作
業
時
間
を
十
分
確
保
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
定
め
た
も
の
で
あ
る
上
、
公
募
開
始
後
の
地
方
公
共
団
体
の
実
情
に
応
じ
て
、
本
事
業
の
公
募
要
領

に
お
い
て
は
実
施
計
画
書
等
を
提
出
す
る
前
に
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
た
調
査
対
象
施
設
に
対
す
る
実

地
調
査
等
に
つ
い
て
、
実
施
計
画
書
等
の
提
出
後
に
実
施
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
期
限

を
延
長
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。 


